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大
正
六
年
十
月
九
日
發
議

	

大
正
六
年
十
月
九
日
判
決

	
大
正
六
年
十
月
九
日
扱
濟　
　

浄
書　

㊞　
　

校
合　

㊞

	

　
　

村
長　

㊞　
　

首
席　
　
　
　
　
　

係　

㊞　
　
　
　
　
　

主
任

	

番
號　

浦
第　

六
八
四　

號　
　

件
名　

未
開
地
賣
拂
願

完
（
欄
外
）

	結	

十
勝
國
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
浦
幌
村

票

	

　

一　

原
野　

百
参
拾
八
町
歩

	

　
　
　

但
本
地
内
ノ
樹
木

	

　

外
賣
拂
地
別
紙
調
査
ノ
通
リ

	
	

右
北
海
道
國
有
地
未
開
地
處
分
法
第
二
条
及
施
行
規
則
第
七
条
ニ
依
リ
相
當

代
價
ヲ
以
テ
土
地
及
立
木
共
ニ
賣
拂
相
成
度
圖
面
、
起
業
方
法
書
、
事
業
経

螢
許
可
書
謄
本
並
ニ
村
會
議
決
書
謄
本
相
添
此
段
相
願
候
也

	

　
　

大
正
六
年
十
月
九
日

	

　
　
　
　
　
　
　

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村

	

　
　
　
　
　
　
　

代
表
者
十
勝
郡
浦
幌
村
長　

井
上　

吉
衛

	

　
　

北
海
道
廳
長
官　

俵　

孫
一　

殿

		

　
　
　
　

「
別（
朱　

紙筆
）
」

	

　
　
　
　

起
業
方
法
書

	

一
、
開
墾
ノ
方
法　
　
　
　
　
　

小
作
開
墾

	

二
、
事
業
配
当
程
度

	

　
　

百
弐
拾
弐
町
歩　
　
　
　
　

牧
草
地

	

　
　

拾
六
町
歩　
　
　
　
　
　
　

耕　

地

	

　
　
　

耕
地
ハ
初
年
度
ヨ
リ
向
フ
八
ヶ
年
間
毎
年
貳
町
歩
ツ
ヽ
開
墾

	

右
之
通
リ
ニ
候
也

	

　
　

大
正
六
年
十
月
日

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

井
上　

吉
衛　
　
　
　
　
　

	

注　

完
結
票
は
無
記
載
の
た
め
省
略
す
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相
成
居
候
」
就
テ
ハ
多
数
共
願
者
可
有
之
候
「
ト（
加
筆
）ハ
存
知
」

	
　

	

□
□
□
何
卒
特
別
之
御
詮
議
ヲ
以
テ
本
村
ニ
御
拂
下
相
成
候
様
御
取
計
相

成
致
度
此
段
特
ニ
副
申
候
也

	

　
　

大
正
六
年
十
月
九
日

	
	

村
長
名　
　
　
　
　
　

	

　
　

河
西
支
庁
廳
長　

殿

	

　
　

注　

完
結
票
に
記
載
無
く
省
略
す

	

　
　
　
　

㊞

	

庶
第　

六
八
四　

号

割（
欄
外
）印	

	

　
　
　
　

未
開
地
賣
払
願
ニ
關
ス
ル
副
願
書

	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
御
浦
幌

	

一　

未
開
地
百
三
十
八
町
歩　
　
　
　
　

放
牧
地
及
畑
目
的
地　

	

　
　

	

但
シ
大
正
六
年
十
月
一
日
告
示
第
五
六
六
号
反
別
九
百
九
十
五
町
歩
ノ

内
第
三
号

	
	

右
本
日
別
紙
ノ
通
リ
賣
払
願
書
提
出
致
候
處
由
来
本
村
ノ
地
タ
ル
最
農
場
ニ

適
シ
畜
産
奨
励
ノ
結
果
近
年
［
稍（
削
除
）々
］｢

漸（
加
筆
）次｣

良
馬
ヲ
産
出
ス
ル
ニ
至
リ

｢

其（
加
筆
）ノ
数
亦
逐
年
増
加
ノ
傾
向
ニ
シ
テ｣

目
下
三
千
余
頭
ノ
馬
匹
ヲ
算
ス
ル

［
ニ（
削
除
）至
レ
タ
ル
］
ノ
域
ニ
進
ミ
「
猶
（
加
筆
）」
将
来
益
々
之
カ
發
達
ヲ
見
ン
ト
ス
ル

ノ
趨
勢
ニ
有
之
候
然
ニ
逐
年
拓｢

地
（
加
筆
）

｣

殖
民
ノ
歩
ヲ
進
ル
ニ
隨
ヒ
暫
時
放
牧
地

ノ
縮
小
ト
ナ
リ
［
今（
削
除
）ニ
シ
テ
之
カ
存
置
ヲ
計
サ
レ
ハ
］
将
来
畜
産
者
ノ
困
難

ヲ
［
見（
削
除
）ル
事
ナ
ル
□
□
］
感
ス
ル
ニ
□
ル
ヘ
キ
ハ
無
論
ナ
レ
ハ｢

今（
加
筆
）ニ
シ
テ

｣

之
ヲ｢

共（
加
筆
）同｣

放
牧
地
ト
シ
テ
存
置
ス
ル
ノ
必
要
ア
リ
殊
ニ
該
地
ハ
本
村
ノ

樞
要
地
タ
ル
浦
幌
市
街
地
ニ
接
續
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
先
年
下
総
要
蔵
ナ
ル
者

ニ
於
テ
受
貸
中
ハ｢

此（
加
筆
）地
内
ニ｣

十
勝
種
馬
牧
場
種
付
出
張
所
及
家
畜
市
場

ヲ
設
置
シ
地
方
ノ
發
展
上
大
ニ
便
益
ヲ
［
図
（
削
除
）］
「
與（
加
筆
）ヘ
」
タ
ル
モ
貸
付
取
消

御
処
分
後
ハ
該
地
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ハ
能
ハ
ス
亦
他
ニ
適
當
ノ
場
所
無
［
キ
（
削
除
）

ヲ
］
ク
大
ニ
不
便
ヲ
感
シ
［
タ（
削
除
）ル
］
一
日
モ
捨
置
難
キ
事
情
ニ
差
迫
リ
タ
ル

［
ヲ（
削
以除
）
テ
］
「
ニ
（
加
筆
）依
リ
」
大
正
三
年
二
月
十
一
日
ヲ
以
テ
賣
拂
願
書
提
出
シ

タ
ル
ニ
右
ハ
未
告
示
地
ナ
リ
ト
テ
願
書
却
下
相
成
［
止（
削
除
）ム
ヲ
得
ス
］
爾
來
右

ノ
事
業
「
業（
加
筆
）ハ
全
然
」
中
止
ス
ル
ノ
已
ヲ
得
サ
ル
ニ
立
至
リ
實
ニ
本
村
ニ
於

ル
産
馬
改
良
事
業
［
□（
削
除
）□
］
ニ
「
大（
加
筆
）ナ
ル
」
蹉
跌
ヲ
来
タ
シ
タ
ル
ハ
勿
論

［
□（
削
除
）□
］
村
民
ノ
経
営
上
多
大
ノ
不
利
益
ト
ナ
リ
延
イ
テ
地
方
ノ
開
發
［
上（
削

甚除
）
大
ノ
影
響
ヲ
及
ホ
］
ヲ
沮
害
シ
タ
ル
コ
ト
亦
尠
シ
ト
セ
ス
且
又
浦
幌
市
街

地
ニ
ハ
井
ヲ
鑿
ツ
モ
何
レ
モ
水
質
悪
ク
シ
テ
飲
料
ニ
適
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
同
市

街
地
住
民
ノ
全
部
ハ
本
地
内
ヨ
リ
湧
出
セ
ル
清
泉
ヲ
汲
ミ
テ
飲
料
水
ト
為
シ

以
テ
今
日
ニ
至
レ
ル
事
実
ニ
シ
テ
之
カ
水
源
涵
養
ノ
必
要
モ
有
之
候

	
	

以
上
縷
述
ノ
事
実
ナ
ル
ヲ
以
テ
本
村
ニ
於
テ
之
ヲ
「
永（
加
筆
）遠
ニ
」
保
存
シ
公
共

ノ
利
益
ヲ
ス
ル
ト
同
時
ニ
基
本
財
産
増
殖
ノ
目
的
ヲ
達
成
致
度
存
候
条
事
情

御
諒
察
ノ
上
「
何（
加
筆
）卒
」
特
別
ノ
後
詮
議
ヲ
以
テ
本
村
ニ
御
拂
下
ノ
御
處
分
被

下
候
様
致
度
此
段
特
ニ
奉
願
候
也

	

　

	

尚
願
書
添
付
ノ
議
決
書
及
支
廳
長
ノ
許
可
書
ハ
大
正
三
年
末
告
示
中
ヲ
以

テ
調
製
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
自
然
今
回
告
示
相
成
候
分
ト
多
少
ノ
相
違
ハ

有
之
候
得
共
其
意
旨
ニ
於
テ
ハ
何
等
ノ
異
変
無
之
モ
ノ
ニ
付
更
ニ
是
等
ノ

手
續
ヲ
為
サ
ス
當
初
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
侭
添
付
致
置
次
第
ニ
御
座
候
候
条

是
亦
特
別
ノ
御
取
扱
被
成
下
候
様
致
度
奉
願
候

	

　
　

大
正
六
年
十
月
九
日

	
	

村
長
名　
　
　
　
　
　

	

　
　

北
海
道
廳
長
官　

殿
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庶
第　

六
八
四　

號　
　
　
　
　
　
　

㊞

割（
欄
外
）印	
　
　
　
　

未
開
地
賣
拂
願
ニ
関
ス
ル
副
願
書

	
　
　

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
浦
幌

	
一
、
未
開
地
百
参
拾
八
町
歩　
　
　
　
　

放
牧
地
及
畑
目
的

	

　
　

	
但
シ
大
正
六
年
十
月
一
日
告
示
第
五
六
六
號
反
別
九
百
九
拾
五
町
歩
ノ

内
第
三
號

	
	

右
本
日
別
紙
ノ
通
リ
賣
拂
願
提
出
致
候
處
由
ラ
イ
本
村
ノ
地
タ
ル
最
農
牧
ニ

適
シ
畜
産
奨
勵
ノ
結
果
近
年
漸
次
良
馬
ヲ
産
出
シ
ル
ニ
至
リ
其
ノ
數
亦
逐
年

増
加
ノ
傾
向
ニ
シ
テ
目
下
三
千
餘
頭
ノ
馬
匹
ヲ
算
ス
ル
ノ
域
ニ
進
ミ
猶
将
来

益
々
之
カ
發
達
ヲ
見
ン
ト
ス
ル
ノ
趨
勢
ニ
有
之
候
然
ル
ニ
逐
年
拓
地
殖
民
ノ

歩
ム
ル
ニ
随
ヒ
漸
次
放
牧
地
ノ
縮
少
ト
ナ
リ
将
来
畜
産
者
ノ
困
難
ヲ
感
ス
ル

ニ
至
ル
ヘ
キ
ハ
勿
論
ナ
レ
ハ
今
ニ
シ
テ
之
ヲ
共
同
放
牧
地
ト
シ
テ
存
置
ス
ル

ノ
必
要
ア
リ
殊
ニ
該
地
ハ
本
村
ノ
樞
要
地
タ
ル
浦
幌
市
街
地
ニ
接
續
セ
ル
モ

ノ
ニ
シ
テ
先
年
下
總
要
蔵
ナ
ル
者
ニ
於
テ
受
貸
付
中
ハ
此
地
内
ニ
十
勝
種
馬

牧
場
種
付
出
張
所
及
家
畜
市
場
ヲ
設
置
シ
地
方
ノ
發
展
上
大
ニ
便
益
ヲ
與
ヘ

タ
ル
モ
貸
付
取
消
後
処
分
後
ハ
該
地
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
亦
他
ニ
適
當

ノ
場
所
無
ク
大
ニ
不
便
ヲ
感
シ
一
日
モ
捨
置
難
キ
事
情
ニ
差
迫
リ
タ
ル
ニ
依

リ
大
正
三
年
二
月
十
一
日
ヲ
以
テ
賣
拂
願
書
提
出
シ
タ
ル
ニ
右
ハ
未
告
示
地

ナ
リ
ト
テ
願
書
却
下
相
成
爾
來
右
ノ
事
業
ハ
全
然
中
止
ス
ル
ノ
已
ム
得
サ
ル

ニ
立
至
實
ニ
本
村
ニ
於
ケ
ル
産
馬
改
良
事
業
ニ
大
ナ
ル
蹉
跌
ヲ
来
タ
シ
タ
ル

ハ
勿
論
村
民
ノ
經
在
緕
上
多
大
ノ
不
利
益
ト
ナ
リ
延
イ
テ
地
方
ノ
開
發
ヲ
沮

害
シ
タ
ル
コ
ト
亦
尠
シ
ト
セ
ス
且
又
浦
幌
市
街
地
ニ
ハ
井
ヲ
鑿
ツ
モ
何
レ
モ

水
質
悪
シ
ク
シ
テ
飲
料
ニ
適
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
同
市
街
住
民
ノ
全
部
ハ
本
地
内

ヨ
リ
湧
出
セ
ル
清
泉
ヲ
汲
ミ
テ
飲
料
水
ト
為

	

　
　
　
　
　
　

割
（
欄
外
両
頁
に
渡
る
）印

	
	

シ
以
テ
今
日
ニ
至
レ
ル
事
實
ニ
シ
テ
之
カ
水
源
涵
養
ノ
必
要
モ
有
之
候

	
	

以
上
縷
述
ノ
事
實
ナ
ル
ヲ
以
テ
本
村
ニ
於
テ
之
ヲ
永
遠
ニ
保
存
シ
公
共
ノ
利

益
ヲ
保
全
ス
ル
コ
ト
同
時
ニ
基
本
財
産
増
殖
ノ
目
的
ヲ
達
成
度
致
存
候
条
事

情
御
諒
察
ノ
上
何
卒
特
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
本
村
ニ
御
怫
下
ノ
御
処
分
被
成

下
候
様
致
此
段
特
ニ
奉
願
候
也

	

　

	

尚
原
書
添
付
ノ
議
決
書
及
支
廳
長
ノ
許
可
書
ハ
大
正
三
年
末
告
示
中
ニ
於

テ
調
製
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
自
然
今
回
告
示
相
成
候
分
ト
多
少
ノ
相
違
ハ

有
之
候
得
共
其
ノ
意
旨
ニ
於
テ
ハ
何
等
ノ
異
変
無
之
モ
ノ
ニ
付
更
ニ
是
等

ノ
手
續
ヲ
為
サ
ス
當
初
ノ
モ
ノ
ヲ
其
侭
添
付
致
置
候
次
第
ニ
御
座
候
条
是

亦
特
別
ノ
御
取
扱
被
成
下
候
様
致
度
奉
願
候

	

　
　

大
正
六
年
拾
月
九
日

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

井
上　

吉
衛　
　
　
　
　
　

	

　
　

北
海
道
廳
長
官　

俵　

孫
一　

殿　
　
　
　
　
　

	

大
正
六
年
十
月
九
日
發
議

	

大
正
六
年
十
月
九
日
判
決

	

大
正
六
年
十
月
九
日
扱
濟　

㊞　
　

浄
書　

㊞　
　

校
合　

㊞

	

　
　

村
長　

㊞　
　

首
席　
　
　
　
　

係　

㊞　
　

主
任

	

番
號
［
浦
（
削
除
）］
「
庶
（
加
筆
）」
第
六
八
四
號　

件
名　

未
開
地
賣
払
願
ニ
關
ス
ル
副
申

完
（
欄
外
）

	

　
　

十
勝
國
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
浦
幌

結票	

一　

未
開
地
百
三
十
八
町
歩　
　
　
　
　
　

放
牧
地
及
畑
目
的

	

　
　

	

但
大
正
六
年
十
月
一
日
告
示
第
五
六
六
号
反
別
九
百
九
十
五
町
歩
ノ
内

第
三
号

	
	

右
ノ
土
地
村
有
財
産
ト
シ
テ
賣
拂
候
處
別
紙
ノ
通
リ
願
書
提
出
候
處
右
ハ
別

紙
副
願
書
ニ
陳
述
候
事
情
ニ
シ
テ
之
カ
願
急
徹
底
方
ニ
付
テ
ハ
□
□
御
配

慮
相
仰
キ
ツ
ヽ
有
之
候
□
ニ
シ
テ
［
本（
削
除
）村
ニ
於
テ
賣
拂
ノ
御
處
分
相
受
ケ
サ

ル
］
「
其
（
加
筆
）ノ
」
事
情
ニ
付
イ
テ
ハ
［
十（
削
除
）分
御
處
分
ノ
□
□
□
□
］
今
更
申
上

ル
迄
モ
無
ク
候
「
疾（
加
筆
）リ
ニ
」
十
分
御
承
知
□
□
候
［
□（
削
除
）□
□
□
□
］
「
事（
加
筆
）ト

北
海
道
十

勝
郡
浦
幌

村
長
印
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十
勝
郡
浦
幌
村
長　

井
上　

吉
衛
」　
　
　
　
　
　

	

　
　
　
　

村
會
議
決
書

	
	

十
勝
國
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌
基
線
北
壹
番　

参
番　

五
番

	
	

七
番　

九
番　

拾
壱
番
地　

東
壹
線
北
壹
番
乃
至
拾
貳
番　

東
貳
線
北
貳
番

	
	

四
番　

六
番　

八
番　

拾
番　

拾
貳
番
地

	

未
開
地
百
貳
拾
町
歩

	

二
、
出
願
地
ノ
樹
木

	

　
　

	

本
地
ハ
既
ニ
所
用
立
木
伐
採
後
ナ
ル
ヲ
以
テ
全
地
内
疎
林
ニ
帰
シ
目
通

経
七
寸
以
下
ノ
雑
木
員
数
約
貳
百
五
拾
本
價
格
ハ
薪
炭
材
ト
シ
テ
ハ
収

支
償
ヒ
難
シ
ト
認
メ
ラ
ル

	

三
、
事
業
方
法

	

（
イ
）
本
地
ハ
民
有
馬
匹
ノ
共
同
牧
場
ト
シ
テ
経
営
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

	

（
ロ
）
本
地
ノ
周
囲
ノ
延
長
貳
千
四
百
間
ニ
木
柵
廻
ラ
ス
モ
ノ
ト
ス

	

　

（
一
）	

木
柵
ハ
一
間
毎
ニ
杭
ヲ
建
テ
丸
太
経
五
寸
以
上
ノ
モ
ノ
二
ッ
割
ト

シ
長
八
尺
以
上
ニ
シ
テ
根
入
三
尺
以
上
ト
シ
二
段
ニ
樌
ヲ
通
シ
高

平
均
五
尺
ト
ス

	

　

（
二
）
飲
用
水
ハ
細
流
ナ
ル
ヲ
以
テ
特
種
ノ
設
備
ヲ
要
ス

	

　

（
三
）	

牧
舎
及
飼
畜
ニ
関
ス
ル
設
備
ハ
放
牧
地
附
近
ニ
於
テ
各
人
ニ
施
設

割（
欄
外
）印	

　
　
　
　

シ
ア
ル
ヲ
以
テ
之
設
ス

	

　

（
ハ
）	

樹
木
ハ
飼
畜
ノ
陰
影
ヲ
作
ル
為
メ
木
柵
用
木
ヲ
伐
採
ス
ル
ノ
外
放

牧
ニ
支
障
ナ
キ
限
リ
伐
採
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

	

　

（
ニ
）	

放
牧
場
ニ
ハ
牝
馬
ヲ
放
牧
シ
飼
料
ハ
特
種
ノ
穀
類
ヲ
各
自
ニ
於
テ

與
フ
ル
以
外
ニ
ハ
全
地
ニ
生
茂
ス
ル
野
草
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
充
ツ

	

四
、
事
業
配
當
程
度

	

　
　
　

初
年
木
柵
貳
千
四
百
間
ヲ
完
成
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
（
全
延
長
ト
ス
）

	

五
、
事
業
費

	

　
　
　

金
参
百
六
拾
円
也

	

　
　
　

	

但
木
柵
代
貳
千
四
百
間
造
成
費
壹
間
五
拾
銭
初
年
度
ニ
於
テ
本
村
特

別
會
計
ヨ
リ
支
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

	

六
、
収
支
計
算
書

	

　
　
　

初
年
ハ
事
業
中
ニ
属
ス
ル
以
テ
放
牧
料
金
ヲ
徴
収
セ
ス

	

　
　
　

	

二
年
目
ヨ
リ
馬
匹
放
牧
料
一
頭
一
ヶ
月
金
五
拾
銭
ヲ
徴
収
シ
一
ヶ
年

二
百
頭
放
牧
セ
シ
メ
此
料
金
毎
年
百
圓
ノ
収
入
ヲ
得
ヘ
キ
予
定
ニ
シ

テ
毎
年
其
五
歩
以
上
ヲ
基
本
財
産
ト
シ
テ
蓄
積
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

	

七
、
放
牧
料

割（
欄
外
）印	

　
　
　

明
二
歳
以
上
ノ
牝
馬
一
頭
金
五
拾
銭

割（
欄
外
）印	

　
　
　

明
二
歳
ハ
一
頭
金
貳
拾
五
線

	

　
　
　

當
歳
ハ
無
料
ト
ス

	

　
　
　

放
牧
料
金
ハ
放
牧
ノ
際
徴
収
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

	

八
、
圖
面
別
紙
ノ
通
リ

	

九
、
財
源
調
書

	

　
　
　

	

土
地
賣
拂
代
金
ハ
本
村
基
本
財
産
蓄
積
金
五
千
貳
百
拾
壱
円
貳
拾
五

銭
八
厘
ノ
中
ヨ
リ
支
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

	
	

右
本
村
基
本
財
産
ノ
造
成
ノ
目
的
ヲ
以
テ
共
同
牧
場
ト
シ
テ
賣
拂
出
願
ス
ル

モ
ノ
ト
ス

	

　
　

大
正
貳
年
九
月
貳
拾
貳
日

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

東
郷　

重
光　
　
　
　
　
　

	

「
右（
全
文
朱
筆
）

原
本
ニ
依
リ
謄
写
ス

	

　
　

大
正
六
年
十
月
九
日

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

井
上　

吉
衛
」　
　
　
　
　
　

北
海
道
十

勝
郡
浦
幌

村
長
印

北
海
道
十

勝
郡
浦
幌

村
長
印
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賣
拂
地
調
査

	

一
、
未
開
地　

九
拾
七
町
九
段
七
畝
歩

	
	

但
大
正
貳
年
四
月
貳
拾
貳
日
北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
ル
シ
ン

ニ
於
テ
畑
目
的
ヲ
以
テ
賣
拂
ヲ
受
ク

	

一
、
未
開
地　

拾
貳
町
九
段
壹
畝
九
歩

職（
欄
外
）印

「
壱（
欄
外
）字
削
ル
」	

	

但
大
正
貳
年
四
月
貳
拾
参
日
北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村

字
［
村
（
削
除
）］
ニ
於
テ
畑
目
的
ヲ
以
テ
賣
拂
ヲ
受
ク

	

一
、
未
開
地　

参
町
壹
段
七
畝
五
歩

	

　
　

	

但
大
正
貳
年
四
月
貳
拾
壹
日
北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
上

浦
幌
ニ
於
テ
畑
目
的
ヲ
以
テ
賣
拂
ヲ
受
ク

	

右
之
通
リ
候
也

	

　
　

大
正
六
年
十
月
九
日

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

井
上　

吉
衛　
　
　
　
　
　

	

地　

第　

九
七
〇　

號

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
役
場　
　
　
　
　
　

	
	

大
正
貳
年
九
月
貳
拾
六
日
浦
第
六
参
四
八
號
申
請
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌
基

線
北
壹
番
参
番　

五
番　

七
番　

九
番　

拾
壱
番
地　

東
壹
線
北
壹
番
乃
至

拾
貳
番　

東
貳
線
北
貳
番　

四
番　

六
番　

八
番　

拾
番　

拾
貳
番
地
ニ
於

テ
未
開
地
百
貳
拾
町
歩
ヲ
基
本
財
産
造
成
目
的
ノ
為
メ
共
同
牧
場
並
ニ
事
業

経
営
ニ
関
シ
賣
拂
出
願
ノ
件
許
可
ス
價

	

　
　

大
正
参
年
貳
月
四
日

	
	

北
海
道
廳
河
西
支
廳
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
	

北
海
道
廳
支
廳
長　

松
井　

與
一
郎　
　
　
　
　
　

	

「
右（
全
文
朱
筆
）

原
本
ニ
依
リ
謄
写
ス

	

　
　

大
正
六
年
十
月
九
日

北
海
道
十

勝
郡
浦
幌

村
長
印
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但　

	

開
墾
費
用
ハ
初
年
ヨ
リ
三
年
マ
テ
間
ニ
開
墾
シ
タ
ル
畑
面
積
ヲ
鍬
下
ト

ス
其
ノ
初
年
ヨ
リ
四
年
間
徴
収
セ
サ
ル
小
作
料
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ル
モ

ノ
ト
ス

	
右
ノ
通
ニ
候
也

	

　
　

明
治
四
十
三
年
七
月
二
日

	
	

北
海
道
十
勝
郡
生
剛
村
長　

石
原　

重
方　
　
　
　
　
　

	
｢

第
（
朱
筆
）

｣

六
八
四
「
號
（
朱
筆
）」

	

　
　
　
　
　
　

未
開
地
賣
拂
願

	

十
勝
國
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
浦
幌

	

　

	

大
正
六
年
十
月
一
日
告
示
第
五
百
六
十
六
號
反
別
九
百
九
十
五
町
歩
ニ
内

第
三
號

	

　
　

一
、
原
野
百
参
拾
八
町
歩　
　

放
牧
地
及
畑
地
目
的

付
（
欄
外
）

	

　
　
　
　

但
シ
本
地
内
ノ
樹
木

箋	

　
　

外　

賣
拂
地
別
紙
調
査
ノ
通
リ

有	
	

右
北
海
道
國
有
未
開
地
處
分
法
第
弐
条
及
施
行
細
則
第
七
条
ニ
依
リ
相
當
代

價
ヲ
以
テ
土
地
及
立
木
共
ニ
賣
拂
相
成
度
圖
面
、
起
業
方
法
書
、
事
業
経
営

許
可
書
謄
本
平
ニ
村
會
議
決
書
相
添
此
段
願
候
也

	

　
　

大
正
六
年
十
月
九
日

	
	

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村　
　
　
　
　
　

	
	

代
表
者　

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

井
上　

吉
衛　
　
　
　
　
　

	

　
　

北
海
道
廳
長
官　

俵　

孫
一　

殿

	
	

	

　

付
箋
文

	

拓
勝
第
「
二
〇
九
一
」
號

	

本
願
詮
議
致
シ
難
ク
候
條
別
紙
付
候
也

	

　
　

大
正
七
年
五
月
八
日

	
	

北
海
道
廳　
　
　
　
　
　

	

　
　
　
　

起
業
方
法
書

	

一　

開
墾
ノ
方
法

	

　
　
　

小
作
開
墾

	

二　

事
業
ノ
配
当

	

　
　
　

百
貳
拾
貳
町
歩　
　
　

放
牧
地

職（
割
印
）印

「
壱
字
削
ル
」	

拾
六
町
歩　
　
　

［
畑
（
削
除
）］
耕
地

	
	

耕
地
ハ
初
年
ヨ
リ
向
フ
八
ヶ
年
間
毎
年
貳
町
歩
ツ
ヽ
開
墾

	

右
ノ
通
リ
ニ
候
也

	

　
　

大
正
六
年
十
月
九
日

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

井
上　

吉
衛　
　
　
　
　
　

北
海
道
十

勝
郡
浦
幌

村
長
印

北
海
道
十

勝
郡
浦
幌

村
長
印

北

海

道

廳
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七　

成
墾
坪
数
及
存
置
地
坪
数
全
地
積
ヲ
畑
地
ニ
開
墾
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

	
　
　
　

存
置
地
ナ
シ

	
八　

小
作
契
約
書
雛
形
、
生
剛
村
土
地
建
物
賃
貸
規
則
ニ
ヨ
ル

	
九　

圖
面
ノ
通
リ

	

　
　
　

但
シ
未
開
地
賣
願
ニ
添
付
ノ
モ
ノ
ト
同
シ
キ
ヲ
以
テ
之
ヲ
畧
ス

	

　
　
　
　

村
会
決
議
書

	

生
剛
村
明
治
四
十
三
年
度
基
本
財
産
特
別
会
計
歳
入
出
豫
算
表
中
抜
書

		

　
　
　
　

歳　

出　
　

	

経
常
部

	

明
治
四
十
三
年
二
月
二
十
七
日
議
決

	

右
謄
本
ハ
原
本
ニ
依
リ
必
要
ノ
モ
ノ
ヲ
抜
写
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

	

　
　

明
治
四
十
三
年
七
月
二
日

			

	

　
　
　
　

起
業
収
支
計
算
書

	

収
入
ノ
部

	

支
出
ノ
部

金　

額

本
年
度
豫
算
額

附　

記

第
一
款
財
産
蓄
積
金

第
二
項
地
所
購
入
費

一
目
地
所
購
入
費
科
目

九
〇
七

　

七
〇

　

七
〇

三
六
二

〇
〇
〇

〇
〇
〇

未
開
地
二
十
八
丁

歩
買
入
一
町
歩
金

二
円
五
十
銭

金　

額

収
入
科
目

事
由

附　

記

二
二
一
七
八

基
本
財
産
特
別
会

計財
産
ヨ
リ
生
ス
ル

収
入
小
作
料

小
作
料

小
作
料
ハ
初
年
ヨ
リ
四
年

間
徴
収
セ
ス
五
年
目
ヨ
リ

一
反
歩
金
一
円
五
十
銭
ノ

割
ヲ
以
テ
徴
収
シ
基
本
財

産
特
別
会
計
蓄
積
金
ト
シ

テ
蓄
積
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

金　

額

支
出
科
目

事
由

附　

記

二
二
一
七
八
基
本
財
産
特
別
会

計
財
産
蓄
積
金
地

地
所
買
入
金

地
積
賣

拂
代

全
地
積
八
丁
八
反
七
畝
四

歩
一
丁
歩
二
円
五
十
銭
ト

見
積
リ
四
十
三
年
度
ニ
於

テ
支
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

六
四
九
八

一
般
会
計
諸
税
及

負
担

	

諸
税

地
方
税

地
方
税

反
別
税

賣
拂
ヲ
受
ケ
タ
ル
四
年
目

ヨ
リ

支
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス　

四

年
目
開
墾
地
積
六
丁
六
反

歩
ニ
對
シ
二
円
七
十
七
銭

二
リ　

五
年
目
以
上
八
丁

八
反
七
畝
四
歩
ニ
對
シ
三

円
七
十
二
銭
六
厘

但
シ
一
反
歩
金
四
銭
二
リ

ノ
見
込
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支
出
ノ
部

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　

調　
　

査

	

一　

十
勝
郡
生
剛
村
大
字
生
剛
村
下
浦
幌
基
線
北
八
十
四
番
甲
八
十
四
番
乙

	
　
　
　

未
開
地
八
町
八
段
七
畝
四
歩
畑
地
ノ
目
的

	
二　

本
地
ハ
草
原
地
ニ
シ
テ
樹
木
ナ
シ

	

三　

開
墾
ノ
方
法

	

　
　
　

	
鍬
下
ノ
年
期
ヲ
付
シ
初
年
ニ
於
テ
小
作
人
ニ
戸
ヲ
収
容
ス　

小
作
人

ハ
当
村
内
ノ
希
望
者
中
ヨ
リ
選
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス　

一
戸
ニ
關
ス
ル

開
墾
地
積
ハ
四
町
三
反
七
畝
十
八
歩
ト
四
丁
四
反
九
畝
十
六
歩
ト
ス

	

四　

事
業
配
当
程
度

	

　
　
　

初
年　

二
十
二
反
歩
開
墾

	

　
　
　
　
　
　

小
作
人
二
戸
収
容

	

　
　
　

二
年　

二
十
二
反
歩
開
墾

	

　
　
　
　
　
　

小
作
人
二
戸
収
容

	

　
　
　

三
年　

二
十
二
反
歩
開
墾

	

　
　
　
　
　
　

小
作
人
二
戸
収
容

	

　
　
　

四
年　

二
十
二
反
七
畝
四
歩
開
墾

	

　
　
　
　
　
　

小
作
人
二
戸
収
容

	

五　

	

小
作
人
ニ
開
墾
費
用
全
部
ヲ
負
担
セ
シ
ム
ル
ニ
ヨ
リ
本
村
ハ
未
開
地
賣

払
代
金
及
公
課
ヲ
負
担
ス
ル
ノ
他
支
出
ス
ル
費
用
ナ
シ

	

六　

収
支
計
算
書

金　

額

支
出
科
目

事　

由

附　

記

二
二

一
七
八

基
本
財
産

特
別
会
計

財
産
蓄
積
金

地
所
買
入
費

地
積
賣

拂　

代

全
地
積
ハ
八
丁
八
反
七
畝

「
四

（
加
筆
）」
歩
一
丁
二
円
五
十

銭
ト
見
積
り
四
十
二
年
度

ニ
於
テ
支
出
ス
ル

六

四
九
八

一
般
会
計
諸

税
及
負
担
諸

地

方

税

地
方
税

反
別
割

記
賣
拂
ヲ
受
ケ
タ
ル
四

年
目
ヨ
リ
支
出
ス
ル
モ

ノ
ト
ス
（
一
反
歩
四
銭
ヨ

リ
）
四
年
目
開
墾
地
積
六

丁
六
反
歩
ニ
對
シ
（
二
円

七
十
七
銭
二
リ
）
五
年
目

仝
上
八
丁
八
反
七
畝
四
歩

三
円
七
十
二
銭
六
リ

収
入
ノ
部

金　

額

収
入
科
目

事　

由

附　

記

一
三
三

〇
七
〇

基
本
財
産
特

別
会
計
財
産

ヨ
リ
生
ス
ル

収
入
小
作
料

小
作
料

小
作
料
ハ
初
年
ヨ
リ
四
年

間
徴
収
セ
ス
五
年
目
ヨ
リ

一
反
歩
金
一
円
五
〇
銭
ノ

割
ヲ
以
テ
徴
収
シ
基
本
財

産
特
別
会
計
蓄
積
金
ト
シ

テ
蓄
積
ス
ル
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地
第　

三
六
五　

号

	
	

十
勝
郡
生
剛
村
役
場　
　
　
　
　
　

	

　
　
　
　

	

明
治
四
十
二
年
四
月
五
日
第
一
三
六
八
号
禀
帖
未
開
地

	

　
　
　
　

賣
拂
出
願
ノ
件

	

右
北
海
道
二
級
町
村
制
第
六
十
条
ニ
依
リ
許
可
ス

	

　
　

明
治
四
十
二
年
十
月
三
十
日

	

　
　
　
　
　
　
　
　

北
海
道
廳
河
西
支
廳
長

	
	

北
海
道
廳
支
廳
長　

東
郷　

重
方　
　
　
　
　
　

	

右
謄
本
ナ
リ

	

　
　

明
治
四
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日

	
	

十
勝
郡
生
剛
村
村
長　

東
郷　

重
方　
　
　
　
　
　

	

　
　
　
　

生
剛
村
会
議
決
書

	

　
　
　
　

未
開
地
賣
拂
出
願
ノ
件

	

本
村
基
本
財
産
造
成
ノ
タ
メ
左
記
未
開
地
ノ
賣
拂
ヲ
出
願
セ
ン
ト
ス

	

一　

	

十
勝
郡
生
剛
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌
基
線
北
八
十
四
番　

甲
八
十
四

番
乙

	

　
　

未
開
地
八
町
八
段
七
畝
四
歩

	

　
　

但　

畑
地
ノ
目
的

	

　
　

明
治
四
十
二
年
三
月
三
十
一
日
議
決

	

右
謄
本
ナ
リ

	
	

十
勝
郡
生
剛
村
長　

石
原　

重
方　
　
　
　
　
　



17

− 51 −

	
	

十
勝
郡
生
剛
村
長　

石
原　

重
方　
　
　
　
　
　

	
　
　

河
西
支
廳
長　

松
井　

与
一
郎　

殿

	

勝
第　

八
〇
五　

號
	

　
　

明
治
四
十
三
年
六
月
二
十
八
日

	
	

河
西
支
廳　
　
　
　
　
　

	

生
剛
村
役
場

	

　
　
　
　

未
開
地
賣
拂
願
ノ
件

	
	

貴
村
未
開
地
賣
拂
願
書
中
訂
正
ノ
箇
所
捺
印
ヲ
要
候
條
相
當
捺
印
至
急
回
送

相
成
度
別
紙
ノ
添
付
此
段
及
照
會
候
也

	

　

追
テ
村
会
決
議
書
中
抜
起
業
ノ
収
支
計
算
書
添
付
相
成
度
申
添
候
也

		

第　

九
、
三
三
八　

号

	

　
　
　
　

未
開
地
賣
拂
願

	

十
勝
國
十
勝
郡
生
剛
村
大
字
生
剛
村
字
下
浦
幌
基
線
北
八
四
番
甲

	

一　

未
開
地
四
町
三
反
七
畝
十
八
歩　

畑
地
ノ
目
的

	

　
　

但
シ
本
地
内
樹
木
ナ
シ

	

仝　

北
八
十
四
番
乙

	

一　

未
開
地
四
町
四
反
九
畝
十
六
歩　

畑
地
ノ
目
的

	

　
　

但
シ
本
地
内
樹
木
ナ
シ

	

　
　

計　

八
町
八
反
七
畝
四
歩

	

　
　
　
　
　

外

	

土
地
ノ
賣
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
又
ハ
出
願
中
ノ
モ
ノ
ナ
シ

	
	

右
北
海
道
國
有
未
開
地
處
分
法
第
二
条
及
試
行
規
則
第
七
条
ニ
依
リ
相
当
代

價
ヲ
以
テ
賣
払
相
成
度
起
業
方
法
書
圖
面
出
願
許
可
指
令
書
謄
本
相
添
此
段

相
願
候
也

	

　
　

明
治
四
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日

	

　
　
　
　
　
　
　
　

十
勝
郡
成
剛
村
代
表

	
	

十
勝
郡
生
剛
村
長　

石
原　

重
方　
　
　
　
　
　

	

　
　

北
海
道
廳
長
官　

河
嶋　

醇　

殿

	

　
　
　
　

起
業
方
法
書

	

一　

開
墾
ノ
方
法
小
作
人
二
戸
収
容

	

二　

事
業
ノ
配
当

	

　
　
　

初
年　

二
十
二
反
歩
開
墾　

小
作
人
二
戸
収
容

	

　
　
　

二
年　

二
十
二
反
歩
開
墾　

小
作
人
二
戸
収
容

	

　
　
　

三
年　

二
十
二
反
歩
開
墾　

小
作
人
二
戸
収
容

	

　
　
　

四
年　

二
十
二
反
歩
開
墾　

小
作
人
二
戸
収
容

	

三　

存
置
地
ナ
シ

	

右
ノ
通
ニ
候
也

	

　
　

明
治
四
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日

	

　
　
　
　
　
　
　

十
勝
郡
生
剛
村
代
表

	
	

十
勝
郡
生
剛
村
長　

石
原　

重
方　
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「
拓
（
紫
ス
タ
ン
プ
）

第
」
「
四（
加
筆
）三
八
」
「
号

（
紫
ス
タ
ン
プ
）
」

	
　
　

大
正
四
年
四
月
二
六
日

	
	

河
西
支
廳　
　
　
　
　
　

	

　
　

浦
幌
村
長　

殿

	

（
枠
・
文
字
共
に
朱
）

	

完　

結

	

割（
欄
外
）印	

「
大
（
欄
外
・
加
筆
）

正
四
年

五
月
一
日	　
　
　
　

浦
幌
市
街
境
界
実
測
ニ
関
ス
ル
件

　

実
測
ノ	

本
月
二
十
三
日
浦
第
一
、
二
五
五
号
ヲ
以
テ
本
件
ニ
関
シ
申
請
相
成

　

為
メ
河	

候
處
不
日
吏
員
派	

　

西
支
廳	

遣
実
測
可
為
致
候
條
模
擬
ニ
了
知
相
成
候
也

　

阿
部
技	

　

師
来
村
ス

土
地
関
係

　
　
　

二
」

	

拓
勝　

第
「
一（
加
筆
）一
二
」
號

	
	

北
海
度
十
勝
郡　
　
　
　
　
　
　

	
	

浦
幌
村　
　
　
　
　
　

割（
欄
外
）印	

	

「
明（
加
筆
）治
四
拾
参
」
年
「
七
（
加
筆
）」
月
「
七
（
加
筆
）」
日
北
海
道
廳
河
西
支
廳
指
令
第

「
七（
加
筆
）七
八
」
號
ヲ
以
テ
十
勝
國
「
十（
加
筆
）勝
」
郡
「
浦（
加
筆
）幌
」
村
「
大（
加
筆
）字
浦
幌
村
字

下
浦
幌
基
線
八
拾
四
番
地
甲
ノ
一
仝
番
地
甲
二
八
十
四
番
地
乙
ノ
一
仝
番
地

乙
ノ
二
─
─
」
ニ
於
テ
北
海
道
國
有
未
開
地
處
分
法
第
二
條
ニ
依
リ
「
畑
（
加
筆
）」

目
的
ニ
テ
賣
拂
ヒ
タ
ル
原
野
「
八（
加
筆
）町
八
反
七
畝
四
」
歩
ニ
對
シ
大
正
「
四
（
加
筆
）」

年
「
八
（
加
筆
）」
月
「
参（
加
筆
）拾
」
日
檢
査
ヲ
遂
ケ
全
成
功
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
證
ス

	

　
　

大
正
「
四
（
加
筆
）」
年
「
拾（
加
筆
）弐
」
月
「
二（
加
筆
）十
八
」
日

	

　
　
　
　

北
海
道
廳
河
西
支
廳
長

	
	

北
海
道
廳
支
廳
長　

横
瀬　

農
夫
也　
　
　
　
　
　
　
　

	

指
令
第　

六
二
〇　

號

	

十
勝
郡
浦
幌
村　
　
　
　
　
　

	
	

明
治
四
十
三
年
七
月
七
日
北
海
道
廳
河
西
支
廳
指
令
第
七
七
八
號
畑
目
的
ヲ

以
テ
賣
拂
タ
ル
十
勝
國
十
勝
郡
浦
幌
村
字
下
浦
幌
原
野
八
町
八
反
七
畝
四
歩

ノ
立
木
代
金
六
拾
三
銭
ハ
算
定
誤
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
付
キ
左
ノ
通
更
正
ス

	

　
　

明
治
四
十
五
年
五
月
二
十
二
日

	

　
　
　
　

北
海
道
廳
加
西
支
廳
長

	
	

北
海
道
廳
支
廳
長　

［
横（
削
除
）瀬　

農
夫
也
］　
　
　
　
　
　

	
	

「
松（
加
筆
）井　

與
一
郎
」　
　
　
　
　
　

	

　
　
　
　

記

	

一
、
立
木
代
金　

金
六
十
銭

	

第　

九
、
三
三
八　

号

	

　
　
　
　

未
開
地
賣
拂
願
ニ
関
ス
ル
件

	
	

客
年
十
一
月
二
十
二
日
付
第
九
三
三
八
號
ヲ
以
テ
出
願
ニ
係
ル
生
剛
村
字
下

浦
幌
基
線
北
八
十
四
番
「
ノ
（
加
筆
）」
甲
乙
ノ
未
開
地
二
万
六
千
三
十
坪
ノ
土
地
ハ

是
非
本
年
ニ
於
テ
小
作
契
約
致
度
二
付
至
急
御
指
令
成
仰
度
此
段
申
請
候
也

	

　
　

明
治
四
十
三
年
五
月
二
日

北
海
道

廳
河
西

支
廳
長

北

海

道

廳

河

西

支

廳

長

之

印
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境
界
調
書

	
　
　
　
　

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌
西
二
線
廿
八
番
地

	
	

森　

三
樹
二　
　
　
　
　
　

	
	

右
之
者
所
有
地
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌
西
二
線
北
四
番
地
仝

線
北
六
番
地
境
界
調
査
ノ
為
メ
大
正
四
年
六
月
七
日
八
日
代
人
君
貞
次
及
隣

地
浦
幌
村
長
東
郷
重
光
ヲ
現
場
ニ
立
會
セ
シ
メ
調
査
ヲ
遂
ケ
タ
ル
ニ
左
ノ
如

シ

	

一　

測
量
ノ
結
果
各
所
有
地
実
測
図
ノ
通
リ
相
違
無
之
コ
ト
ヲ
承
認
ス

	
	

依
テ
別
紙
実
測
圖
ノ
如
ク
境
界
ヲ
定
メ
此
調
書
ヲ
作
リ
各
立
會
人
ニ
讀
聞
カ

セ
タ
ル
ニ
何
レ
モ
承
諾
シ
相
違
ナ
キ
旨
申
定
タ
ル
ニ
付
共
々
署
名
捺
印
ス
ル

モ
ノ
ナ
リ

	

　
　

大
正
四
年
六
月
［
十
（
削
除
）］
八
日

	
	

河
西
支
庁
廳
事
業
手　

清
地　

幸
操　
　
　
　
　
　

	
	

下
浦
幌　

森
三　

樹
二　
　
　
　
　
　

	
	

代
人　
　

君　
　

貞
次　
　
　
　
　
　

	
	

隣
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
	

浦
幌
村
長　

東
郷　

重
光　
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｢

大（
加
筆
）正
元｣

年　

十
二
月　

二
十
日
發
議

	

仝　
　
　

年　

〃　

月　

〃　

日
判
決　
　

浄
書　

㊞　
　

校
合　

㊞

	
仝　
　
　

年　

〃　

月　

〃　

日
扱
濟

	

　
　

村
長　

㊞　
　

首
席　

㊞　
　
　
　
　
　
　
　

係　

起
案
者　

㊞

	

番
號　

浦
第　

六
六
九
六　

號　
　

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村｢

長
（
加
筆
）

｣

完
（
欄
外
）

	
	

河
西
支
廳
長　

宛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

結票	

件
名　

土
地
無
償
付
與
出
願
許
可
申
請

	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
上
浦
幌
東
十
一
線
三
十
四
番
地

	

一
未
開
地
壱
町
貳
反
歩

	
	

右
ハ
本
村
字
川
流
布
教
育
所
敷
地
ト
シ
テ
無
償
付
與
出
願
致
度
候
御
許
可
相

成
リ
度
別
紙
村
會
決
議
書
写
相
添
此
段
申
請
候
也

	

※
完
結
票
無
記
載
に
つ
き
省
略

	

大
正
四
年　

四
月
二
十
一
日
發
議

	

仝　
　

年	

〃	

月　

〃　

日
判
決　
　

浄
書　

㊞　
　

校
合　

㊞
	

仝　
　

年	

〃	

月　

廿
三
日
扱
濟　

㊞

	

割（
欄
外
）印	

　
　

村
長　

㊞　
　

首
席　
　
　
　
　
　
　

係　
　

起
案
者　

㊞

	

番
號　

浦
第　

一
，
二
五
五　

號　
　

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村｢

長
（
加
筆
）

｣

完
（
欄
外
）

	
	

河
西
支
廳
「
長
（
朱
筆
）」　

宛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

結票	

件
名　

浦
幌
市
街
番
地
境
界
実
測
ニ
關
ス
ル
件

	
	

浦
幌
市
街
地
賣
拂
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
目
下
右
宅
地
ニ
家
屋
ヲ

建
設
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
及
道
路
敷
地
侵
害
家
屋
ノ
除
去
ヲ
［
ナ（
削
除
）ス
］］

「
為
（
加
筆
）」

サ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
有
之
候
モ
何
分
（
朱
線
有
）
其
境
界
不
分
所
一
ヶ
処
ア
ル

為
メ
「
之（
削
除
）シ
カ
着
手
ニ
躊
］
後
日
地
割
間
数
等
ニ
変
更
ヲ
来
タ
ス
コ
ト
ナ
キ

ヨ
ウ
整
理
シ
之
カ
着
手
ニ
躊
躇
致
シ
居
ル
モ
ノ
ニ
テ
多朱
線
有々

有
之
候
ニ
「
付
（
朱
で
加
筆
）
最

早
融
雪
ニ
モ
相
成
候
条
」
［
就（
削
除
）テ
ハ
］
至
急
実
地
測
量
調
査
員
御
派
遣
ノ
上

右
境
界
明
瞭
ニ
御
測
定
相
成
「
候
（
朱
加
筆
）」
様
致
度
此
ノ
段
申
請
候
也

	

※
完
結
票
無
記
載
の
た
め
省
略
す

	

大
正　

年　

月　

日
裁
決　

大
正　

年　

月　

日
扱
濟　
　

浄
寫　
　

校
合

割（
欄
外
）印	

大
正
四
年
八
月
六
日
起
案
主
任

	

　
　

村
長　

㊞　
　

首
席　
　
　
　
　
　
　

係

	

發
送
番
號　

第　

一
五
三
三　

號　
　

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
「
長
（
加
筆
）」

完
（
欄
外
）

	
	

河
西
支
廳
第
二
課
長　

岩
井　

忠
恭　

宛　
　
　
　
　
　

結票	

件
名　

村
有
地
境
界
調
査
ノ
件

	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌
参
拾
八
番
地

	

一　

原
野
壱
町
九
畝
拾
七
歩

	

　
　

仝
参
拾
九
番
地

	

一　

原
野
貳
町
四
反
拾
九
歩

	

　
　

仝
四
拾
番
地

	

一　

原
野
九
畝
拾
六
歩

	

　
　

仝
四
拾
壱
番
地

	

一　

原
野
壱
反
九
畝
歩

	
	

右
ハ
先
般
森
三
樹
二
所
有
地
ト
ノ
境
界
調
査
ノ
為
清
地
事
業
手
出
張
實
測
ノ

結
果
貳
反
四
畝
拾
八
歩
ノ
耕
地
ヲ
生
シ
候
趣
ニ
付
該
地
積
ハ
本
村
基
本
財
産

ノ
事
ナ
レ
ハ
之
カ
整
理
ヲ
為
サ
ヾ
エ
ハ
差
支
候
ニ
付
清
地
事
業
手
ノ
□
命
ニ

基
キ
右
変
更
命
令
ノ
手
續
至
御
取
計
相
成
度
此
段
及
御
依
頼
候
也

	

※
完
結
票
無
記
載
の
た
め
省
略
す
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設
計
書

	

一
、	

敷
地
周
囲
ニ
上
巾
弐
尺
一
割
五
分
ノ
勾
配
ニ
シ
テ
髙
サ
五
尺
ノ
土
疉
ヲ

築
□
ス
ル
事

	
一
、	
地
域
ノ
雑
草
ハ
総
テ
之
ヲ
刈
リ
取
リ
谷
地
坊
主
ヲ
掘
リ
取
リ
地
均
シ
ヲ

行
イ
敷
地
ニ
充
当
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

	

　
　

以
上

		

　
　
　
　

添
付
書
類

	

一　

大
正
元
年
十
二
月
廿
九
日　
　

道
廳
指
令
第
三
三
八
号
写

	

一　

明
治
四
十
四
年
七
月
四
日　
　

道
廳
訓
第
四
七
五
号
写

	

一　

大
正
元
年
十
二
月
二
十
五
日　

加
西
支
廳
地
第
一
一
〇
一
号
写

	

一　

教
育
所
敷
地
無
償
付
與
出
願
ノ
件

	

　
　

村
会
決
議
書
写

	

　
　

以
上

	

北
海
道
廳
指
令
第　

三
三
五
八　

号

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
役
場　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
	

大
正
元
年
十
一
月
二
十
九
日
付
浦
第
六
二
六
一
号
申
請
川
流
布
教
育
書
ノ
組

織
ヲ
変
更
シ
第
七
浦
幌
尋
常
小
学
學
ト
為
ス
ノ
件
許
可
ス

	

　
　

大
正
元
年
十
二
月
二
十
七
日　
　
　
　
　
　
　

	

（
手
書
）

	
	

北
海
道
廳
長
官　

石
原　

健
三　
　
　
　
　
　

	

訓
第　

四
百
七
十
五　

號

	
	

十
勝
郡
生
剛
村
役
場　
　
　
　
　
　

	
	

川
流
布
教
育
所
ノ
位
置
ヲ
生
剛
村
大
字
生
剛
村
字
上
浦
幌
東
十
一
線
三
十
四

　
　

番
地
（
一
町
二
段
五
畝
歩
）
ニ
指
定
ス

	

　
　

明
治
四
十
四
年
七
月
四
日

	
	

北
海
道
廳
長
官　

石
原　

健
三　
　
　
　
　
　

	

地
「
第
（
朱
筆
）」
一
一
〇
一
「
號
（
朱
筆
）」

	
	

十
勝
郡
浦
幌
役
場　
　
　
　
　
　

	
	

大
正
元
年
十
二
月
二
十
日
浦
第
六
六
九
六
號
申
請
川
流
布
教
育
所
敷
地
ト
シ

割（
欄
外
）印	

	

テ
上
浦
幌
東
十
一
線
三
十
四
番
地
ニ
於
テ
未
開
地
壱
町
貳
段
歩
無
償
付
與
出

願
ノ
許
可
ス

	

　
　

大
正
元
年
十
二
月
二
十
五
日

	

　
　
　
　

（
北
（
黒
ス
タ
ン
プ
）

海
道
廳
河
西
支
廳
長

	

北
海
道
廳
支
廳
長　

村
本　

初
太
郎
）　
　
　
　
　
　

	

　
　
　
　

教
育
所
敷
地
無
償
付
與
出
願
ノ
件

	

字
上
浦
幌
東
拾
壱
線
三
十
四
番
地

	
　

未
開
地
反
別
五
町
歩
ノ
内
無
償
付
與
出
願
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ

	
一
壹
町
貳
反
歩　
　
　

		

川
流
布
教
育
所
敷
地

	

右　

原
本
ニ
依
リ
謄
写
ス

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

石
原　

重
方　

印

手
書
き

北
海
道

廳
河
西

支
廳
印
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票	

　

一
、
未
開
地
壹
町
弐
反
五
畝
歩

	

　
　
　

但
本
地
内
樹
木
ナ
シ

	

　

二
、
目
的
及
方
法

	

　
　
　

	

第
七
浦
幌
尋
常
小
學
校
敷
地
ニ
使
用
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
周
囲
ニ
土
疉

ヲ
築
キ
以
テ
敷
地
ニ
充
当
ス

	

　
　
　

	

右
北
海
道
国
有
未
開
地
所
分
法
第
四
條
ニ
係
リ
無
償
付
與
相
成
度
別

紙
圖
面
設
計
書
決
議
書
許
可
書
指
定
書
相
添
此
段
相
願
候
也

	

　
　
　
　
　

年　

月　

日	

浦
幌
村
長　
　
　
　
　
　
　

	

　
　
　
　
　

河
西
支
廳
長　

殿

　

	

　
　
　

注　

完
結
票
記
載
無
に
つ
き
省
略

	
	

立
會
通
知
書　
　
　
　
　
　
　

	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
有
り

	
　
　
　

浦
幌
區
内

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

大
正
「
二
（
加
筆
）」
年
「
五
（
加
筆
）」
月
「
十（
加
筆
）七
日
」
「
出（
加

願（
加
筆
）」シ
タ
ル
十
勝
國「
十（
加
筆
）勝
」郡「
上（
加
筆
）浦
原
野

	

　
　
　

浦
幌
村
役
場　
　
　
　

	

未
開
地
附
與
願
ニ
対
シ
實
施
・
・
・
」
調
査
候		

條
實
印
及
用
紙
携
帶
来
ル
「
八
（
加
筆
）」
月
「
五
（
加
筆
）」

	

　
　
　

村
長		
水
越		
儀
一
殿　

	

日
午
前
六
時
左
記
出
張
所
へ
出
頭
ノ
上
現
場

ニ
立
會
セ
ラ
ル
ベ
シ

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
右
北
海
道
國
有
未
開
地
處
分
法
施
行
細
則
第

十
四
條
ニ
依
リ
通
知
ス

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正　
　

年　
　

月　
　

日

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
十（
加
筆
）勝
」
郡
「
上（
加
筆
）浦
幌
」
村		

森		

平
作		

方

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
海
道
廳
河
西
支
廳
出
張
員

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
海
道
廳		

「
田（
加
筆
）淵　

繁
蔵
」

	

大
正
二
年　

五
月
十
六
日
發
議

	

仝　
　

年　
　

月　
　

日
判
決　
　

浄
書　

㊞　
　

校
合　

㊞

	

仝　
　

年	

〃	

月
十
九
日
扱
濟　

㊞

割（
欄
外
）印	

　
　

村
長　

㊞　
　

首
席　

㊞　
　

「
庶（
加
筆
）務
」
係　

㊞　
　

起
案
者　

㊞

	

番
號　

浦
第　

二
六
八
六　

號　
　

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村

	

　
　

	

（
大（
加
筆
）正
三
年
二
月
九
日　
　
　

	
	

宛　
　
　

番
地
及
畝
歩
訂
正
進
達
）

完
（
欄
外
）

	

件
名　

未
開
地
附
與
願

結	

十
勝
國
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
上
浦
幌
東
拾
壱
線
三
十
四
番
地
ノ
壹
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記

	

上
浦
幌
東
十
一
線
三
十
四
番
地
ノ
一

	
　
　

一
、
原
野
壱
町
二
段
歩

	

　
　
　
　

第
七
浦
幌
小
学
學
敷
地
目
的

	

大
正　

二
年　
　

月　
　
　

日
裁
決

	

大
正　

三
年　

五
月　

廿
一
日
扱
濟　

㊞　
　

浄
書　

㊞　
　

校
合　

㊞

	

大
正　

三
年　

五
月
二
十
一
日
起
案　
　

主
任　

㊞

	

　
　
　
　
　
　
　

「
庶（
加
筆
）務
」

	

　
　

村
長　

㊞　
　

首
席　
　
　
　
　
　

係　

㊞

	

　
　
　
　
　
　
　

「
会（
加
筆
）計
」　

㊞

	

發
送
番
號　

第　

一
九
〇
一　

號　
　

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村｢

長
（
加
筆
）

｣
	

	

河
西
支
廳　

宛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

割（
欄
外
）印	

	

件
名　

未
開
地
付
與
願
ノ
件

完
（
欄
外
）

	

大
正
二
年
五
月
十
九
日
浦
第
二
、
六
八
六
号
ヲ
以
テ
末
尾
記
載
ノ
未
開
地
付

結	

與
願
出
願
本
年
二
月
九
日
地
番
、
反
別
、
更
正
進
達
之
處
本
月
十
四
日
貴
部

票	

ヨ
リ
河
西
税
務
署
宛
官
有
地
民
有
地
成
通
書
ニ
ヨ
レ
バ
［
本
（
削
除
）月
十
四
日
］
本

	
	

村
ハ
無
償
附
與
之
内
示
分
ニ
送
成
候
旨
ナ
ル
モ
其
［［	

御
（
削
除
）

	

］］

指
令
書
到
着
不

	

修
［
□
（
削
除
）］
「
□
（
加
筆
）」
御
調
査
相
成
度
登
記
ノ
關
係
モ
有
之
候
条
及
御
照
會
候
也

	

　
　
　
　

記

	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
上
浦
幌
村
東
拾
壱
線
参
拾
四
番
地
ノ
一

	

一
、
未
開
地
壹
町
弐
反
歩

	
	

以
上　

	

※
完
結
票
無
記
載
の
た
め
省
略

	

　
　
　
　

復
命
署

「（
欄
外
）
□
回
り
５

　
　
　
　

７	
	

□
□
□

◎
十
八	

八
月
五
日
上
第
七
浦
幌
学
校
敷
地
実
地
調
査
立
會
ヲ
命
セ
ラ
レ
出
張
立
會
候

　

反
八	

處
事
業
手
田
淵
繁
蔵
ノ
曰
ク
北
海
道
廳
令
ニ
依
リ
小
学
校
敷
地
ハ
壱
町
弐
反

　

二
リ	

歩
以
内
ニ
付
出
願
地
弐
五
段
歩
候
壱
町
壱
反
参
畝
弐
拾
歩
ト
シ
圖
面
七
十
五

　

二
セ	

間
ニ
四
十
五
間
ト
更
正
実
査
候
ニ
付
此
段
及
復
命
候
也

　

町
約	

　

一
ト	

　
　

大
正
弐
年
八
月
九
日	

　

＝
手	

　

０
業

　

０
事

　

６
面	

書
記
補　

松
澤　

源
□
□　
　
　
　
　
　

　

３
圖

　

＝
㊞

　

７
ト
日	　
　

浦
幌
村
長　

水
越　

儀
一　

殿

　

５
コ
三

　

×
ル
十

　

４
ニ
月
」

（
加
筆
）

	

附
箋
文　

「
五（
朱
筆
）日
付
（
□
五
□
二
十
□
ト
□
□
）
」

	

　
　
　

	

大
正
二
年
八
月
五
日　

書
記
補
松
沢
立
會
合
セ
シ
メ
タ
リ
接
續
地
植

林
地
ト
シ
テ
出
願
ス
ル
コ
ト
㊞

	

　
　
　

は
が
き
（
表
）　
　

（
裏
）

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
知
第
「
四（
加
筆
）四
」
號
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完（
欄
外
・
朱
筆
）

結
	

　
　

上
浦
幌
（
川
流
布
）

	
　
　
　
　

第
七
浦
幌
尋
常
小
学
校
敷
地
書
類

	
「
大（
朱
筆
）正
三
年
六
月
二
十
日
登
記
濟
」

　

完
（
欄
外
・
朱
筆
）

結

	

「
基
（
欄
外
・
加
筆
）

本

　

財
産
」

	

（
赤
紫
紙
貼
り
付
け
）

　

一
一

		

「
拓
（
朱
筆
）」
「
勝
（
黒
筆
）」
「
第
（
朱
筆
）」
「
二（
黒
筆
）一
八
」
「
號
（
朱
筆
）」　

㊞　
　
　
　

㊞
	

　
　

大
正
三
年
六
月
二
十
四
日

	

河
西
支
廳　
　
　
　
　
　

	

　
　

浦
幌
村
長　

東
郷　

重
光　

殿

割（
欄
外
）印	

　
　
　
　

未
開
地
付
与
指
令
書
交
付
ノ
件

	
	

貴
部
内
第
七
小
学
校
敷
地
目
的
未
開
地
壹
町
貳
反
歩
ニ
対
シ
所
有
権
移
転
登

記
完
了
候
ニ
付
別
紙
指
令
書
及
送
付
候
也

	

北
海
道
廳
河
西
支
廳
「
指（
加
筆
）令
」
第
「
七（
加
筆
）一
九
」
號

	
	

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村　
　
　
　
　
　

	
	

大
正
二
年
五
月
二
十
一
日
願
十
勝
國
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
上
浦
幌

東
十
一
線
三
壱（
欄
外
）字
削
除
十
四
番
地
ノ
一
ニ
於
テ
「
畑
（
削
除
）」
原
野
壱
町
弐
反
歩
第

七
浦
幌
小
學
校
敷
地
目
的
ヲ
以
テ

	

北
海
道
國
有
未
開
地
処
分
法
第
四
條
ニ
依
リ
無
償
付
與
ノ
件
許
可
ス

壱（欄
外
）

字
削
除	

大
正
三
年
五
月
十
四
日

	
	

北
海
道
廳
河
西
支
廳
長　

松
井　

與
一
郎　
　
　
　
　
　

	
	

登
記
濟　
　
　
　
　
　

	

「
拓
（
朱
筆
）」
「
勝
（
黒
筆
）」
「
第
（
朱
筆
）」
「
二（
黒
筆
）一
八
」
「
號
（
朱
筆
）」

	
	

大
正
三
年
五
月
二
十
八
日

		
	

河
西
支
廳　
　
　
　
　
　

	
	

	

浦
幌
村
長　

殿

割（
欄
外
）印	
　
　
　
　

未
開
地
付
与
戻
シ
ニ
干
ス
ル
件

	
	

本
月
二
十
一
日
浦
第
九
〇
一
号
ヲ
以
テ
御
照
會
相
成
候
左
記
未
開
地
ハ
本
月

十
四
日
無
償
付
与
許
可
相
成
目
下
所
有
権
移
轉
登
記
嘱
託
中
ニ
付
□
□
記
録

ノ
上
指
令
書
送
付
可
致
条
此
段
申
達
候
也

北
海
道

廳
河
西

支
廳
長

北
海
道

廳
河
西

支
廳
長

北
海
道

廳
河
西

支
廳
長

受附

第　

二
六
五　

號

明
治
三
年
六
月
二
十
日

帶
廣
區
裁

判
所
大
津

出
張
所
印

町
村
ノ
名
称

登　

記　

番　

號

順
位

番
號

　

浦

　

幌

　

村

第
四
二
二
三
號

弐番
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右
賃
借
ニ
関
シ
浦
幌
村
長
「
井（
加
筆
）上
吉
衛
」
ト
「
小（
加
筆
）川
外
五
郎
」
ト
ノ
間
ニ
於

テ
契
約
ヲ
締
結
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

	
　

一
、
使
用
目
的
ハ
「
畑
（
加
筆
）」
ト
ス

	

　

二
、	
賃
借
期
間
ハ
大
正
「
六
（
加
筆
）」
年
「
三
（
加
筆
）」
月
日
ヨ
リ
大
正
「
九
（
加
筆
）」
年
「
拾
（
加
筆
）

弐
」
月
「
参（
加
筆
）拾
壱
」
日
迄
「
四
（
加
筆
）」
ヶ
年
ト
ス

	

　

三
、	
賃
借
料
ハ
壱
ヶ
年
「
六（
加
筆
）拾
銭
」
ト
シ
規
定
ノ
期
日
ニ
納
付
ス
ル
モ
ノ

ト
ス
但
壹
段
歩
ニ
付
金
「
四（
加
筆
）拾
銭
」
ノ
割

	

　

四
、
賃
貸
料
ハ
如
何
ナ
ル
事
情
ア
ル
モ
減
免
ヲ
申
出
テ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

	

　

五
、	

賃
借
人
ハ
本
契
約
ノ
外
浦
幌
村
土
地
建
物
賃
貸
規
則
ヲ
遵
守
ス
ル
ハ

勿
論
将
来
該
規
則
ヲ
改
正
シ
又
ハ
新
ニ
規
定
セ
ラ
レ
タ
ル
事
項
ニ
就

テ
モ
猶
之
ヲ
遵
守
ス
ヘ
シ

	
	

右
大
正
「
六
」
年
「
三
」
月　
　

日
「
浦
幌
村
役
場
」
ニ
於
テ
之
ヲ
締
結
シ

各
壱
通
ヲ
所
持
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貸
主　

浦
幌
村
長	

「
井（
加
筆
）上　

吉
衛
」

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
「
下
（
加
筆
）」
浦
幌

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賃
借
人	
「
小（
加
筆
）川　

外
五
郎
」

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
「
中
（
加
筆
）」
浦
幌

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
帯
保
証
人	
「
飯（
加
筆
）山　

伊
平
」

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
仝
（
全
文
加
筆
）
郡
仝
村
大
字
仝
村
字
下
浦
幌

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
帯
保
証
人	

皆
川　

一
平
」
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浦
幌
村
長　

井
上　

吉
衛　

殿

	

「
右
（
全
文
朱
筆
）
申
込
ヲ
承
諾
シ
別
紙
ノ
通
リ
賃
借
契
約
締
結
可
然
哉

	
　
　

大
正
六
年
三
月
二
十
二
日
起
案

	

　
　

村
長　

㊞　
　

主
任　

㊞　

」

	

　
　
　
　

土
地
賃
借
契
約
書

	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌

	

「
基
（
青
イ
ン
ク
）
線
北
八
拾
弐
番
地
ノ
壱

	

　

原
野
五
段
六
畝
貳
拾
歩

	

一
、
畑
壱
段
歩
」

	
	

右
賃
借
ニ
関
シ
浦
幌
村
長
「
井
（
青
加
筆
）
上
吉
衛
」
ト
「
皆
（
青
加
筆
）
川
一
平
ト
ノ
」
間
ニ
於
テ

契
約
ヲ
締
結
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

	

一　

使
用
目
的
ハ
「
宅
（
青
加
筆
）
地
」
ト
ス

	

二
、	

賃
借
期
間
ハ
大
正
「
六
（
青
加
筆
）」
年
「
三
（
青
加
筆
）」
月
「
弐
（
青
加
筆
）拾
八
」
日
ヨ
リ
大
正

「
九
（
青
加
筆
）」
年
「
拾
（
青
加
筆
）
弐
」
月
「
参
（
青
加
筆
）
拾
壱
」
日
迄
「
四
（
青
加
筆
）」
ヶ
年
ト
ス

	

三
、	

賃
借
料
ハ
壱
ヶ
年
金
「
壱
（
青
加
筆
）
圓
」
ト
シ
規
定
期
日
ニ
納
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
シ
壹
段
金
「
壱
（
青
加
筆
）
圓
」
ノ
割

	

四
、
賃
借
料
ハ
如
何
ナ
ル
事
情
ア
ル
モ
減
免
ヲ
申
出
テ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

	

五
、	

賃
借
人
ハ
本
契
約
ノ
外
浦
幌
村
建
物
賃
貸
規
則
ヲ
遵
守
ス
ル
ハ
勿
論
将

来
該
規
則
ヲ
改
正
シ
又
新
規
定
セ
ラ
レ
タ
ル
事
項
ニ
就
テ
モ
猶
之
ヲ
遵

守
ス
ヘ
シ

	
	

右
大
正
「
六
（
青
加
筆
）」
年
「
三
（
青
加
筆
）」
月
「
弐
（
青
加
筆
）
拾
八
」
日
「
浦
（
青
加
筆
）
幌
村
役
場
」
ニ
於
テ
之
ヲ

締
結
シ
各
壱
通
ヲ
所
持
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貸
主　

浦
幌
村
長	

「
井
（
青
加
筆
）
上　

吉
衛
」

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賃
借
人	

「
皆
（
青
加
筆
）
川　

一
平
」

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
中
浦
幌

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
帯
保
証
人	

「
飯
（
青
加
筆
）
山　

伊
平
」

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
仝
（
青
加
筆
）
郡
仝
村
大
字
仝
村
字
下
浦
幌

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
帯
保
証
人	

小
川　

外
五
郎
」

	

　
　
　
　

「
土
地
賃
借
契
約
解
約
ノ
儀
ニ
付
願
」

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌
基
線
北
八
拾
貳
番
地
ノ
壱
原
野
五
段

六
畝
貳
拾
歩
ノ
内

	

一
、
畑
貳
段
五
畝
歩
（
浦
幌
村
有
地
）

	
	

右
大
正
五
年
四
月
二
十
六
日
契
約
締
結
拙
者
賃
借
致
居
候
処
手
不
足
ノ
為
メ

本
地
全
部
ノ
耕
作
ハ
到
底
出
来
難
キ
様
ト
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
内
壱
反
歩
ノ
契

約
解
除
被
成
下
度
此
段
奉
願
候
也

	

　
　

大
正
六
年
三
月
二
十
二
日

	

　
　
　
　

浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌

	
	

小
川　

外
五
郎　

㊞　
　
　
　
　
　

	

　
　

浦
幌
村
長　

井
上　

吉
衛　

殿

	
	

「
右
（
全
文
朱
筆
）
壱
反
歩
ニ
對
ス
ル
賃
借
契
約
ヲ
解
除
シ
別
紙
ノ
通
リ
契
約
更
新
可
然
乎

	

　
　

大
正
六
年
三
月
二
十
二
日
起
案

	

　
　

村
長　

㊞　
　

主
任　

㊞　

」

	
　
　
　
　

土
地
賃
借
契
約
書

	
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
「
下
（
加
筆
）」
浦
幌

	

「
基（
加
筆
）線
北
八
拾
弐
番
地
ノ
壱
原
野
五
段
六
畝
貳
拾
歩
ノ
内

	

一
、
畑
壱
段
五
畝
歩
」
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件
名

	
	

借
地
権
譲
渡
願
ノ
件
付
要
儀
有
之
候
条
大
正
五
年
壱
月
六
日
午
前
拾
壱
時
実

印
携
帯
当
役
場
ヘ
出
頭
相
成
度
此
段
及
通
知
候
也

	
注　

完
結
票
無
記
載
の
た
め
省
略

	

　
　
　
　

借
地
権
譲
渡
願

	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌
東
壹
線
北
七
拾
八
番　

八
拾
番
地

	

一　

畑
七
町
四
畝
五
歩

	

　　

	

但　

御
村
所
有
地
ニ
シ
テ
大
正
弐
年
四
月
拾
壹
貸
主
浦
幌
村
村
長　

借
主

二
字
削
ル	

　
　

	

澤
井
善
兵
衛
間
土
地
貸
借
契
約
書
ニ
ヨ
リ
［
四（
削
除
）年
］
六
年
拾
弐
月
拾
壹

日
□
澤
井
善
兵
衛
ニ
於
テ
賃
借
ノ
分

	
	

右
土
地
賃
借
権
ヲ
澤
井
善
兵
衛
ヨ
リ
香
川
美
代
次
ニ
譲
渡
致
度
候
間
御
承
認

相
成
度
願
上
候
也

	

　
　

大
正
四
年
拾
弐
年
拾
八
日

壹
（
欄
外
）字削
ル	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
浦
幌
［
村
（
削
除
）］

	

　
　
　
　

譲
渡
人	

澤
井　

善
兵
衛　

㊞　
　
　
　
　
　

	

　
　

仝　

所　

字
中
浦
幌

	

　
　
　
　

譲
受
人	

香
川　

美
代
次　

㊞　
　
　
　
　
　

	
	

㊞
（
捨
印
）
　
　
　
　

㊞
（
捨
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

　
　

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

東
郷　

重
光　

殿

	

　
　
　
　

土
地
賃
借
申
込
書

	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
西
壹
線
北
三
番
地
ノ
一

	

一　

原
野
六
段
六
畝
貳
拾
歩

	

一　

賃
借
期
間
大
正
六
年
ヨ
リ

	

一　

使
用
目
的　

畑

	
	

右
浦
幌
村
土
地
建
物
賃
貸
規
則
承
認
ノ
上
賃
借
申
込
書
ニ
付
御
承
諾
相
成
度

候
也

	

　
　

大
正
五
年
九
月
二
日

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下　
　
　

	
	

浦
幌
西
壹
線
北
五
番
地　
　
　
　
　
　
　

	
	

山
田　

メ
ノ　

㊞　

	

　
　

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

井
上　

吉
衛　

殿

	

　
　
　
　

土
地
賃
借
申
込
書

	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌
基
線
北
八
拾
貳
番
地
ノ
壱

	

原
野
五
反
六
畝
貳
拾
歩
ノ
内

	

一　

畑
壹
段
歩

	

　
　

一
、
賃
借
期
間　
　

大
正
六
年　

参
月　
　
　

日
ヨ
リ

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
九
年
拾
貳
月
参
拾
壱
日
マ
テ

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
ヶ
年
間

	

　
　

一
、
使
用
目
的　
　

宅
地

	
	

右
浦
幌
村
土
地
建
物
賃
貸
規
則
承
認
ノ
上
賃
借
申
込
候
ニ
付
御
承
諾
相
成
度

候
也

	
　
　

大
正
六
年
三
月
二
十
二
日

	

　
　
　
　

浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌　
　
　
　
　
　

	
	

皆
川　

一
平　

㊞　
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賃
借
人　

澤
井　

善
兵
衛　

㊞　

	
　
　

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

石
原　

重
方　

殿
）

	

大
正
四
年
十
二
月
二
十
八
日
發
議

	

仝　
　
　

年　
　

月　
　

日
判
決　
　

浄
書　

㊞　
　

校
合　

㊞

	

仝　
　

四
年
十
弐
月
参
拾
日
扱
濟

	

　
　

村
長　

㊞　
　

首
席　

㊞　
　
　
　
　
　
　

係　
　

起
案
者　

㊞

割（
欄
外
）印	

番
號　

浦
第　

一
、
九
八
九　

號　

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村

完
（
欄
外
）

結	
	

宛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

票

	

件
名　

借
地
権
譲
渡
承
認
書

	

　
　
　
　

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌

	

　
　
　
　
　

譲
渡
人	

澤
井　

善
兵
衛　
　
　
　
　
　

	

　
　
　
　

仝
郡
仝
村
大
字
仝
村
字
中
浦
幌

	

　
　
　
　
　

譲
受
人	

香
川　

美
代
次　
　
　
　
　
　

	
	

大
正
四
年
十
二
月
拾
八
日
付
願
浦
幌
村
地
畑
七
町
四
畝
五
歩
借
地
権
譲
渡
ノ

件
承
認
ス

	

　
　

大
正
［
五
（
削
除
）］
「
四
（
加
筆
）」
年
［［

壱
（
削
除
）］
「
十（
加
筆
）二
」
月
［
六
（
削
除
）］
「
三（
加
筆
）十
」
日

	
	

浦
幌
村
長　

東
郷　

重
光　
　
　
　
　
　

	

完
結
票

	

大
正　

四
年
十
二
月
二
十
八
日
發
議

	

仝　
　
　

年　
　

月　
　
　

日
判
決　
　

浄
書　

㊞　
　

校
合　

㊞

	

仝　
　
　

年		

〃		

月　

〃　

日　

㊞　
　

扱
濟

		

村
長　

㊞　
　

首
席　

㊞　
　
　
　
　
　
　

係　
　

起
案
者　

㊞

	

番
號　

浦
第　

一
、
九
八
九　

號　

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
「
役
（
加
筆
）場
」
付
（
欄
外
）

完
（
欄
外
）

結	
	

香
川　

美
代
次　

宛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

票

完結

　

大
正　
　

六
年

　
　
　
　

三
月
廿
二
日

村
　

長

首
　

席

主
　

任

目類

村
有
土
地

保存

十
年　

數枚

九
枚　

　

第　
　
　
　
　
　
　
　
　

號　

右
讀
聞
カ
セ
タ
リ

代
書
業
黒
川
常
行

㊞
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香
川　

只
次　

㊞　

	
　
　

（
北
（
紫
ス
タ
ン
プ
）

海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
「
長
（
加
筆
）」　

石
原　

重
方　

殿
）

	

　
　
　
　

「
村（
朱
筆
）長
代
理
」　

㊞
	

　
　
　
　

土
地
賃
貸
継
續
届

	

（
十
（
紫
ス
タ
ン
プ
）

勝
國
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
「
下
（
加
筆
）」
浦
幌
）

	

東
壱
線
北
八
拾
四
番
八
拾
六
番
地

	

一
、
畑
反
別
参
町
八
段
八
畝
十
歩

	

　

但
明
治
四
拾
参
年
壱
五
月
八
日
土
地
賃
貸
契
約
締
結
ノ
分	

「
一
（
鉛
筆
加
筆
）
、七
五
〇
」

	
	

右
本
年
拾
貳
月
末
日
ヲ
以
テ
賃
貸
期
間
満
了
之
處
引
續
キ
賃
貸
仕
度
此
段
御

届
仕
候
也

	

　
　

大
正
元
年
九
月
参
拾
日

	
	

（
北
（
紫
ス
タ
ン
プ
）

海
道
十
勝
國
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
「
下
（
加
筆
）」
浦
幌
）　
　

	

　
　
　
　

		

東
貳
線
北
八
拾
壹
番
地

	
	

前
出　

太
三
右
衛
門　

㊞　
　
　
　
　
　

	
	

（
北
（
紫
ス
タ
ン
プ
）

海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
「
長
（
加
筆
）」　

石
原　

重
方　

殿
）　
　

	

　
　

㊞　
　
　
　

㊞

	

　
　
　
　

土
地
賃
借
継
續
届

	

（
北
（
紫
ス
タ
ン
プ
）

海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
「
下
（
加
筆
）」
浦
幌
）

	

「
一
（
鉛
筆
加
筆
）
、
七
〇
〇
」

	

一
、
畑
反
別

	

　
　

	

但
シ
明
治
四
十
三
年
四
月
二
十
日
賃
貸
契
約
大
正
元
年
十
二
月
末
日
満

了
ノ
分

	
	

右
畑
地
私
共
ニ
於
テ
賃
借
仕
候
処
期
間
満
了
后
引
續
キ
賃
借
致
度
此
段
御
届

申
上
候
也

	

　
　

大
正
元
年
九
月
三
十
日

	
	

（
北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
「
下
（
加
筆
）」
浦
幌
）　
　

	
	

笹
原　

夏
次　

㊞　

	

　
　

（
北
（
紫
ス
タ
ン
プ
）

海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
「
長
（
加
筆
）」　

石
原　

重
方　

殿
）

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代　

㊞

	

　
　
　
　

賃
貸
借
土
地
継
続
届
□
□
届

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
「
下
（
加
筆
）」
浦
幌
東
壹
線
北
七
拾
八
番
、
八
拾
番

	

一
、
畑
反
別　

七
町
四
畝
五
歩

	

　
　

但
シ
明
治
四
十
三
年
五
月
八
日
賃
借
契
約
ノ
分

	
	

右
土
地
賃
借
契
約
期
間
継
續
ノ
件
御
届
候
条
□
御
都
合
右
之
当
該
継
續
届
□

□
□
度
候
此
段
御
届
申
上
候
也

	

　
　

大
正
元
年
四
月
七
日

	
	

（
北
（
紫
ス
タ
ン
プ
）

海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
浦
「
下
（
加
筆
）」
浦
幌
）　
　

右
讀
聞
カ
セ
タ
リ

代
書
業
黒
川
常
行

㊞

右
讀
聞
カ
セ
タ
リ

代
書
業
黒
川
常
行

㊞

右
讀
聞
カ
セ
タ
リ

代
書
業
黒
川
常
行

㊞
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件
名　

出
頭
通
知

	
	

曩
ニ
届
出
相
成
リ
候
村
有
土
地
賃
借
ノ
件
ニ
付
キ
面
談
ヲ
要
ス
ル
義
有
之
候

条
本
月
二
十
五
日
午
後
一
時
迄
ニ
当
役
場
ニ
出
頭
有
之
度
リ
候
也

		

完
結
票　
　

注
、
完
結
票
無
記
載
に
つ
き
省
略

	

［
明
（
削
除
）
］
治
］
「
大（
加
筆
）正
」
元
年
十
二
月
廿
一
日
年
發
議

割（
欄
外
）印	

仝　
　
　

年　
　

月　
　

日
判
決　
　

浄
書　

㊞　
　

校
合　

㊞

	

仝　
　
　

年　
　

月　
　

日
扱
濟　

㊞

割（
欄
外
）印	

　
　

村
長
「
村（
朱
筆
）長
代
理
」
㊞　
　

首
席		
㊞　
　
　
　
　

係　
　

起
案
者		

㊞

	

番
號　

浦
第　

六
六
一
六　

號　
　

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
「
役（
加
筆
）場
」

完
（
欄
外
）

	

　
　

沢
井　

善
兵
エ　
　

笹
原　

夏
次

結	

　
　

前
出　

太
三
右
門　

（
添
）

票	
	

宛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

件
名　

耕
地
賃
貸
契
約
ニ
関
ス
ル
件

	
	

去
ル
四
十
三
年
四
月
二
十
日
賃
貸
契
約
相
成
居
候
畑
地
ハ
本
月
ヲ
以
テ
期
間

満
了
ト
相
成
リ
候
処
［
本（
削
除
）村
］
「
右（
加
筆
）ハ
」
継
続
御
契
約
ノ
御
意
志
ニ
候
□
晩

ク
モ
本
月
二
十
五
日
迄
契
約
願
［
ト（
削
除
）共
ニ
保
テ
］
相
成
度
此
段
申
進
候
也

	

　

	

追
テ
同
日
迄
継
続
願
出
候
ニ
於
テ
賃
借
ノ
意
志
ナ
キ
□
ト
認
メ
他
ニ
貸
付

可
致
候
条
御
承
知
相
成
度
為
念
申
添
候
也

		

完
結
票　
　

注
、
完
結
票
無
記
載
に
つ
き
省
略

	

　
　
　
　

土
地
賃
借
契
約
届

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
字
大
字
浦
幌
字
下
浦
幌
東
壹
線
北
七
拾
八
番
、
八
拾
番

	

一
、
畑
反
別　

七
町
四
畝
五
歩

	

　

但
シ
明
治
四
拾
参
年
五
月
八
日
賃
借
契
約
満
了
ノ
分	

「
一
（
鉛
筆
加
筆
）
，
三
五
〇
」

	
	

右
畑
地
私
共
ニ
於
テ
賃
借
仕
候
処
期
間
満
了
后
引
續
キ
賃
借
致
度
此
段
御
届

申
上
候
也

	

　
　

大
正
元
年
九
月
参
十
日

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村　
　
　
　
　
　

	
	

字
下
浦
幌
基
線
北
六
拾
壱
番
地　
　
　
　
　

	
	

澤
井　

繕
兵
衛　

㊞　

	

　
　

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

石
原　

重
方　

殿

	

　
　
　
　

賃
借
地
所
有
名
義
変
更
願

	

（
北
（
紫
ス
タ
ン
プ
）

海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
字
「
下
（
加
筆
）」
浦
幌
）

	

東
壹
線
北
八
十
四
番
地　

八
十
六
番
地　
　
　

「
一
（
鉛
筆
加
筆
）
，
七
〇
〇
」

	

一
、
畑
参
町
八
段
八
畝
拾
歩

	
	

右
地
所
従
来
笹
原
夏
治
ニ
於
テ
賃
貸
□
□
在
之
處
大
正
元
年
壱
弐
月
参
拾
壱

日
ヲ
以
テ
期
限
満
了
依
テ
引
継
賃
貸
ノ
義
御
届
申
上
候
処
都
合
ニ
依
リ
香
川

只
次
ニ
名
義
変
更
ノ
上
御
貸
与
相
成
度
此
段
御
連
署
御
願
申
上
候
也

	
　
　

大
正
弐
年
参
月
弐
拾
八
日

	
	

（
北
（
紫
ス
タ
ン
プ
）

海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
「
下
（
加
筆
）」
浦
幌
）　
　

	
	

笹
原　

夏
治　

㊞　

	
	

（
北
（
紫
ス
タ
ン
プ
）

海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
「
中
（
加
筆
）」
浦
幌
）　
　

右
讀
聞
カ
セ
タ
リ

代
書
業
黒
川
常
行

㊞
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出
無
之
候
処
他
ノ
賃
借
人
ハ
来
ル
四
月
四
日
迄
ニ
全
部
提
出
ノ
筈
ニ
有
之
候

条
其
許
ニ
於
テ
モ
同
日
午
前
十
時
ま
で
ニ
来
場
他
ノ
借
人
ト
同
様
契
約
締
結

候
様
致
サ
レ
度
此
段
申
達
候
也

	

　

	
追
テ
同
日
迄
ニ
契
約
書
差
出
サ
ル
ヽ
ト
キ
ハ
借
受
ノ
希
望
ナ
キ
モ
ノ
ト
認

メ
処
理
可
致
候
条
了
知
相
成
リ
度
為
申
添
至
候
也

		

完
結
票　
　

注
、
完
結
票
無
記
載
に
つ
き
省
略

割（
欄
外
）印	

［
明（
削
除
）治
］
「
大（
加
筆
）正
」
［
四［
削
除
］十
五
］
「
貳
（
加
筆
）」
年
四
月
五
日
發
議

割（
欄
外
）印	

仝　
　

年　
　

月　
　

日
判
決　
　

浄
書　

㊞　
　

校
合　

㊞

割（
欄
外
）印	

仝　
　

年　
　

月　
　

日
扱
濟　

㊞

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
庶（
加
筆
）務
」　

㊞

	

　
　

村
長　

㊞　
　

首
席　
　
　
　
　
　
　

係　
　

起
案
者　

㊞

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
財（
加
筆
）務
」　

㊞

	

「
□（
加
筆
）告
第
二
號
」

	

番
號　

浦
第　
　
　
　

號　

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
「
長
（
加
筆
）」

	
	

宛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

件
名　

耕
地
賃
貸
ノ
件

完
（
欄
外
）

	

浦
幌
村
字
下
浦
幌
東
一
線
北
七
十
八
番
地
八
十
番
地

結	

　

一
、
畑
七
町
四
畝
五
歩

票	

　

一
、
賃
貸
期
間　

五
ヶ
年

	

　

一
、
賃
貸
料
一
段
歩
ニ
付
金
壱
圓
参
拾
五
銭

		
	

右
貸
附
ス
希
望
ノ
モ
ノ
ハ
本
月
十
一
日
午
後
［
三
（
削
除
）］
「
弐
（
加
筆
）」
時
迄
当
役
場
迄

ニ
申
出
ル
ベ
シ

	

（
入
（
朱
肉
・
加
筆
）

札
者
ナ
キ
ヲ
以
テ
四
月
十
一
日
沢
井
善
兵
エ
ト
随
意
契
約
）

	

完
結
票

	

［
明（
削
除
）治
］
「
大（
加
筆
）正
」
弐
年　

三
月
廿
二
日
發
議

割（
欄
外
）印	

仝　
　

年　
　

月　
　

日
判
決　
　

浄
書　

㊞　
　

校
合　

㊞

	

仝　
　

年　
　

月　
　

日
扱
濟　

㊞

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
庶（
加
筆
）務
」　

㊞

割（
欄
外
）印	

　
　

村
長　

㊞　
　

首
席　

㊞　
　
　
　
　
　
　

係　
　

起
案
者　

㊞

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
財（
加
筆
）務
」　

㊞

割（
欄
外
）印	
番
號　

浦
第　

六
六
一
六　

號　
　

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
「
役（
加
筆
）場
」

完
（
欄
外
）

	
　
　

沢
井　

善
兵
エ　
　

笹
原　

夏
次

結票	
	

前
出　

太
三
右
門　

宛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

完結

［
明

（
削
除
）治
］
「
大

（
加
筆
）正
」
貳
年

四
月
廿
四
日

村
　

長

首
　

席

主
　

任

目類

［
告（

削
除
）示

］

保存

年　

數枚

一
〇　

枚　

　

第　
　
　

｢　

十
（
朱
筆
）

　

｣　
　
　

號　
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拓
勝
第　

一
七
五　

号

	
　
　

大
正
二
年
七
月
八
日

	
	

河
西
市
廳
長　
　
　
　
　
　

	

　
　

浦
幌
村
長　

殿

	

　
　
　
　

未
開
地
賣
拂
願
ノ
件

	
	

下
浦
幌
ニ
於
ケ
ル
貴
村
未
開
地
賣
拂
願
ニ
關
シ
願
書
訂
正
再
進
相
成
候
處
願

書
ノ
添
付
図
添
付
漏
ニ
付
別
紙
願
書
一
及
実
測
図
一
葉
送
御
付
候
条
謄
写
ノ

上
添
付
提
出
相
成
度
此
段
申
進
候
也
追
テ
実
測
図
ハ
願
書
進
達
ノ
際
送
付
可

有
之
候
也

	

　
　

大
正
二
年
七
月
一
日

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

水
越　

儀　
　
　
　
　
　

	

浦
第　

四
七
四　

號

	

　
　

大
正
二
年
七
月
一
日

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

水
越　

儀
一　
　
　
　
　

	

　
　

河
西
支
廳　

御
中

	

　
　
　
　

未
開
地
賣
拂
願
ノ
件

	
	

客
月
十
九
日
拓
勝
第
一
七
五
号
御
□
□
ニ
基
キ
不
備
ノ
點
整
理
ノ
上
進
達
候

条
至
急
御
詮
議
相
成
度
候
也

	

拓
勝　

一
七
五　

号

	

　
　

大
正
二
年
六
月
二
十
日

	
	

河
西
支
廳　
　
　
　
　
　

	

　
　

浦
幌
村
長　

殿

	

　
　
　
　

未
開
地
賣
払
願
ノ
件

	
	

下
浦
幌
ニ
於
ケ
ル
貴
村
未
開
地
賣
拂
願
ニ
關
シ
別
紙
ハ
付
箋
ノ
處
不
備
ニ
付

整
備
再
進
□
有
之
願
書
一
通
実
測
図
一
葉
添
付
此
段
申
達
候
也

	

　
　
　
　

配
当
地
積

	

　
　

初
年　

一
、
五
〇
〇
〇　
　
　

二
年　

一
、
五
〇
〇
〇

	

　
　

三
年　

一
、
五
〇
〇
〇　
　
　

四
年　

一
、
五
〇
〇
〇

	

　
　

五
年　

一
、
五
〇
〇
〇　
　
　

六
年　

一
、
五
〇
〇
〇

	

　
　

七
年　

一
、
四
一
〇
九

	

　

（
成
功
期
間　

始　

大
正
三
年　
　

至　

大
正
九
年
）

	

［
明（
削
除
）治
］
「
大（
加
筆
）正
」
二
年
［
四
（
削
除
）］
月
「
三
（
加
筆
）」
月
三
十
一
日
判
決

	

［
明（
削
除
）治
］
「
大（
加
筆
）正
」
二
年
三
月
三
十
一
日
扱
濟
浄
寫　

㊞　
　

校
合　

㊞

	

［
明（
削
除
）治
］
「
大（
加
除
）正
」
弐
年
三
月
三
十
一
日
起
案　
　

主
任　

㊞

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	　

「
庶（
加
筆
）ム
」　

㊞

割（
欄
外
）印	

　
　

村
長
「
代（
朱
筆
）理
」　

㊞　
　

首
席　

㊞	　
　
　
　
　
　

係

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	　

「
財（
加
筆
）務
」　

㊞

完
（
欄
外
）

	

發
送
番
號　

第　

六
六
一
六　

號　
　

北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村｢

役（
加
筆
）揚｣

結票	
	

香
川　

只
次　

宛		　
　
　
　
　
　
　
　

		
件
名　

土
地
賃
貸
契
約
ニ
関
ス
ル
件

	
	

本
月
二
十
八
日
来
場
際
元
笹
原
夏
次
賃
借
ノ
村
有
畑
地
名
義
変
更
上
ノ
借
受

ケ
度
旨
願
出
ニ
付
キ
契
約
証
差
出
ス
ヘ
キ
旨
示
達
致
シ
置
キ
候
ヘ
共
今
ニ
提
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村
有
土
地
ニ
關
ス
ル
書
類 

⑽

三
　
浦
　
直
　
春
　
解
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

	

「
北（

朱
筆
）海
道
廳
指
令
第
」
「
五（

黒
筆
）、
九
五
八
」
「
號

（
朱
筆
）」

		
	

北
海
道
十
勝
郡　
　
　
　
　
　

	
	

浦
幌
村

		
	

大
正
二
年
四
月
十
二
日
願
十
勝
國
十
勝
郡
浦
幌
村
大
字
浦
幌
村
字
下
浦
幌
基

線
十
六
番
地
ノ
一
原
野
九
畝
貳
歩　

同
番
地
ノ
二
原
野
壹
町
壹
反
九
畝
五
歩	

同
番
地
ノ
三
原
野
貳
町
六
反
参
畝
壹
歩　

同
番
地
ノ
四
原
野
四
反
八
畝
参
歩	

同
西
壹
線
拾
五
番
地
ノ
一
原
野
四
町
七
反
五
畝
拾
壹
歩　

同
番
地
ノ
二
原
野

五
畝
二
歩　

同
西
二
線
拾
五
番
地
ノ
一
原
野
参
町
七
反
五
歩　

同
番
地
ノ

二
原
野
壹
畝
拾
歩
畑
目
的
ヲ
以
テ
賣
拂
ノ
件
許
可
候
條
左
ノ
通
心
得
ヘ
シ

	

　
　

大
正
二
年
八
月
二
十
三
日

	

北
海
道
廳
長
官　

中
村　

純
九
郎　
　
　
　
　
　

割（
欄
外
）印	

割（
欄
外
）印	

一
、
事
業
成
功
期
間
ハ
「
七

（
加
筆
）」
年
ト
ス

	

二
、	

土
地
「
及（

加
筆
）立
木
」
ノ
代
金
「
七（

加
筆
）拾
円
圓
八
拾
銭
」
ハ
納
入
告
知
書
期
間

内
ニ
納
付
ス
ヘ
シ

	

三
、	

前
項
ノ
代
金
ヲ
指
定
ノ
期
間
後
六
十
日
ヲ
經
過
ス
ル
モ
尚
納
付
セ
サ
ル

ト
キ
ハ
本
許
可
ハ
其
効
力
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス

	

四
、	

天
災
其
他
避
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
由
ニ
依
リ
代
金
ヲ
納
付
ス
ル
コ
ト
能
ハ

サ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
期
間
内
ニ
限
リ
許
可
失
効
ノ
猶
豫
ヲ
出
願
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

	

五
、	

土
地
及
立
木
ノ
所
有
權
ハ
第
二
項
ノ
代
金
ヲ
納
付
レ
ル
時
ニ
於
テ
之
ヲ

取
得
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

登
記
濟　
　
　
　
　
　

	

浦
第　

四
七
四　

號

	

　
　
　
　

未
開
地
賣
拂
ノ
件

	
	

本
月
八
日
拓
勝
第
一
七
五
號
ヲ
以
テ
御
照
会
ニ
係
ル
未
開
地
賣
拂
願
書
添
付

図
別
紙
提
出
候
条
御
収
査
成
度
候
也

	

　

追
テ
実
測
図
御
返
送
候
也

	

　
　

大
正
二
年
七
月
十
二
日

	
	

十
勝
郡
浦
幌
村
長　

水
越　

儀
一　
　
　
　
　
　

	
　
　

河
西
支
庁
廳
長　

松
井　

与
一
郎　

殿

北
海
道

廳
長
官

之　

印

受附

第　

六
四
七　

号

大
正
二
年
十
月
二
十
四
日

帶
廣
區
裁

判
所
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